
特定の基準所得金額の課税の特例の適用がある場合の記載例

【特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書】

3 , 0 0 0 , 0 0 0

国 税 太 郎７

1 , 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

（収入に関する事項）
・ 不動産所得

収入金額 5,000,000円
所得金額 3,000,000円

・ 上場株式等の配当等
収入金額 1,050,000,000円
源泉徴収税額 160,807,500円
※租税特別措置法第８条の５及び第37条の11の５に規定する確定申告不要制度の対象となるものとする。

（所得控除に関する事項）
・ 社会保険料控除

支払った国民健康保険料の金額 300,000円

1 , 0 5 ３ , 0 0 0 , 0 0 0

７ ２ ３ , 0 0 0
１ ６ ２ , 6 7 5 , 0 0 0

9 2 , 9 1 1

1 6 0 , 8 0 7 , 5 0 0

1 6 0 , ９ ０ ０ , ４ 1 1

1 , ７ ７ ４ , 5 8 9

1 ５ ７ , ６ ７ ２ , ５ ０ 0
３ , ３ １ １ , １ ２ ２

１ ６ ０ , ９ ８ ３ , ６ ２ ２

１ , ６ ９ １ , ３ ７ ８

１ ５ ９ , ３ ６ ３ , ８ ７ ８ 第一表㊹欄に
転記



特定の基準所得金額の課税の特例の適用がある場合の記載例

【第一表】

〇〇
× × × 確定

国税 太郎

コクセ ゛ イ○○市△△町X－XX－X

〇 XXX XXXX XXXX

X X X X X X X

3 3 4 6 6 4 1

1 6 0 8 0 7 5 0 0

1 6 2 7 1 0 5 1 9

1 9 0 3 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

タロウ
X X X X X X X X X X X X ３ ５ １ １ １ １ ６

1 9 0 3 0

本特例の適用があることで、各種控
除の適用要件である合計所得金額
を超えることとなった場合、当該控
除の適用はありません。
（本設例では、本特例を適用した結果、合
計所得金額が2,500万円を超えるため、
基礎控除の適用はありません。）

同上 国税 太郎 本人不動産賃貸業

３ 0 0 0 0 0 0

３ 0 0 0 0 0 0
３ 0 0 0 0 0

３ 0 0 0 0 0

３ 0 0 0 0 0

1 5 7 6 7 2 5 0 0

1 5 7 6 7 2 5 0 0

1 5 ９ ３ ６ ３ ８ ７ ８
計算書㉔欄の
金額を転記

４



特定の基準所得金額の課税の特例の適用がある場合の記載例

【第二表】

確定

国税 太郎

○○市△△町X－XX－X

コクゼイ タロウ

措法41の19

国民健康保険 300,000 300,000

配当
株式等
の配当 ○○証券○○支店 160,807,5001,050,000,000

160,807,500

52,500,000

本特例の適用がある場合は、
「措法41の19」と記入します。



特定の基準所得金額の課税の特例の適用がある場合の記載例

1 ０ ５ 0 0 0 0 0 0 0

２ ７ 0 0

１ ７ 2 5 0 0

【第三表】

○○市△△町X－XX－X

国税 太郎
コクゼイ タロウ

確定

1 ０ ５ 0 0 0 0 0 0 0

３ 0 0 0 0 0 0
３ 0 0 0 0 0

1 ０ ５ 0 0 0 0

１ ５ ７ ５ 0 ０ ０ 0 0

１ ５ ７ ６ ７ ２ ５ 0 0

本特例の適用がある場合、
確定申告不要制度の適用は
できませんので、全ての所得
を記入する必要があります。


